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東京地下鉄株式会社に対する業務監査の実施結果 

 

項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 
１．運賃等に関す

る事項 
 (１) 関係法令、
通達に基づく諸

手続等 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 連絡運輸・乗
継割引・企画乗車

券 
①連絡運輸、乗継

割引 
 
 
 

 
 
・東京地下鉄株式会社（以下「東京メト

ロ」という。）においては、平成９年

４月１日の消費税率改定に伴う運賃

改定以降、運賃改定は行っていない。

営業割引運賃等を除く運賃関係の届

出及び報告については、１４年度から

１７年度までの間に７件実施した。 

 
 
 
・東京急行電鉄株式会社、東武鉄道株式

会社、東日本旅客鉄道株式会社、東葉

高速鉄道株式会社、小田急電鉄株式会

社、西武鉄道株式会社、埼玉高速鉄道

株式会社の７社との間で相互直通運

転を実施している。 
・相互直通運転を実施している７社を含

む１４社局との間で連絡運輸を実施

 
 
・関係法令、通達に基づき適正

に処理されている。 
・銀座駅、大手町駅、新宿駅等

１１駅については、運賃表等

の掲示、関係規程類等の駅へ

の備え付け、マニュアル等に

基づく運賃表修正表示等に

ついても適正に処理されて

いる。 
 
・今後、１３号線の開業等によ

り、更なる相互直通運転の実

施が見込まれている。今後、

乗換駅における利用者の利

用実態、連絡運輸の導入効

果、精算のためのコスト、対

象事業者の意向等を総合的

に判断しつつ、利用者サービ

 
 
・引き続き、法令・通達に基づ

き、適正な手続きを行ってまい

ります。 
・引き続き、旅行のために必要

となる正確な情報の提供に努め

てまいります。 
 
 
 
 
・定期の連絡運輸範囲について

は、大幅な拡大を予定しており

ます。 
・13号線（副都心線）の開業に
おいて、相互直通運転実施予定

もしくは路線が近接する他事業

者との乗継割引運賃の設定を予

定しております。 



   2

項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 企画乗車券 
 
 
 
 
 
 

している。 
・乗継割引運賃については、相互直通運

転を実施している７社と京王電鉄株

式会社、京成電鉄株式会社、東京都交

通局の計１０社局との間で実施して

いる。普通旅客運賃（大人）で１０円

から７０円の割引を実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・企画乗車券については、他社との連携

による通年商品の他、期間限定の企画

商品（全１５種類：平成１７年度実績）

を発売した。 
 
 
 

スの向上のための連絡運輸

の拡大について運輸関係事

業者と検討することが望ま

れる。また、乗継割引につい

ては、基本的には経営判断の

問題であると承知している

が、運輸政策審議会答申（第

１９号）等にもあるように、

異なる事業者間を乗り継ぐ

旅客については、運賃の割高

感が強く、これを是正するこ

とが求められていることに

鑑み、利用者ニーズも見極め

つつ、可能な限り当該割引の

拡大について検討すること

が望まれる。 
 
・今後、レジャーの多様化、外

国人旅行者の増加等を踏ま

え、更なる良質な企画商品の

設定について検討することが

望まれる。 
 
 

・その他既に実施中の乗継割引

運賃は利用者の利便性に寄与す

るため、引き続き継続してまい

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・利便性向上及び需要喚起を図

るため、鉄道他社及び他事業者

と連携してお客様のニーズに沿

った新規企画商品を検討してま

いります。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 
（３）カード式乗

車券 
 
 
 
 
 
 
 
（４）駅務機器類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成１２年からパスネットを導入して

おり、平成１７年度の販売実績は約

３，９８４万枚、約８８４億円となっ

ている。 
・平成１９年３月からは、ＩＣカード「Ｐ

ＡＳＭＯ」を導入予定であり、現在、

システムチェック、社員教育等の事前

準備を行っているところである。 
 
・自動券売機等の保守管理経費節約の観

点等から、設置台数の適正化に取り組

んでいるところである。また、平成

１９年３月のＰＡＳＭＯ導入に伴う

自動券売機、自動改札機等のＩＣ化対

応型への改良・更新が進められている

ところである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「ＰＡＳＭＯ」は首都圏の公

共交通ネットワークの利便性

が大幅に向上する一方、シス

テムが複雑化することから初

期トラブル防止のため、徹底

した事前準備が求められる。

 
 
 
・自動券売機・自動改札機等の

更新に当たっては、誤収受等

が発生しないようなものにす

ることはもとより、利用者に

使いやすいものにしていくこ

とが求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成１９年３月１８日の「Ｐ

ＡＳＭＯ」導入後、大きなトラ

ブルも無く、順調にサービスを

提供しておりますが、引き続き、

社員教育等を実施することで、

万が一、トラブルが発生した場

合も速やかに対応できるよう、

備えを徹底いたします。 
 
・更新機器については、既存機

器との突合検査を実施するとと

もに必要により異機種や他メー

カ機種との突合検査をすること

によって、プログラムミスや運

賃誤収受・誤表示防止に努めて

おります。 
・また、各機器は機種毎に色分

けし、大型パネルを採用するこ

とにより視認性を高めバリアフ

リーにも対応しております。今

後も、お客様にとってより一層

使いやすい機器を提供して参り

ます。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 
（５）運賃の誤表

示、誤収受 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）無料乗車券

 
 
 
２．情報提供に関

する事項 
 
 

・平成１６年３月に自動精算機のプログ

ラムミスによる誤収受、平成１８年

１０月に自動改札機のプログラムミ

スによる誤収受が発生している。発覚

後は速やかに利用者等へ周知すると

ともに、利用者には差額を返還するな

どの措置を講じ適切に対応している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・社員を対象とするもの以外は発行の実

績がない。 
 
 
・ホームページにより財務、運賃、安全、

サービスに関する情報等を提供して

いる。このうち列車の運行情報はリア

ルタイムで提供されており、携帯電話

・今後とも、再発防止に積極的

に取り組むことが必要であ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・概ねガイドラインに沿った情

報提供がなされている。 
 
 

・平成１６年及び平成１８年に

発生した運賃誤収受について

は、自動精算機、自動改札機各々

の判定プログラムについて再検

証を実施しました。 
・プログラム改修時の検証を強

化するとともに確認体制も強化

致しました。 
・また、現地機器改修時には改

修メーカと共に機器改修後に、

運賃確認、媒体利用確認、乗車

券購入確認等を行い異常の無い

事を確認の上機器を稼動させる

こで再発防止に努めておりま

す。 
 
 
 
 
 
・今後もガイドラインの遵守を

心がけることにより、適時適切

な情報提供に努めてまいりま

す。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．案内情報（利

用者に対する案

内）に関する事項

（１）利用者に対

する案内に係る

マニュアル等の

整備状況 
 
 
 
 
 

対応のホームページでも確認ができ

る。また、構内図、バリアフリー、運

賃等の情報は全ての駅について提供

されており、路線、駅ナンバリング、

駅名から検索をすることができる。 

 

・機関誌「メトロニュース」（月一回発

行）や「ボンジュール！メトロ」（年

四回発行）や、様々なパンフレット等

を各駅において無償で配布し、情報提

供に努めている。 
 
・駅構内の案内施設については、「サイ

ンシステム基準」に基づき、統一的な

整備が行われてきたところであるが、

近年相次ぐ路線の開業により乗り換

え等が複雑となったため、新たに「新

サインシステム基準」を策定し、順次

新基準への変更を行っている。策定に

あたり、障害者、高齢者、外国人、東

京に来て間もない方等の意見を大き

く取り入れている。 
 
・このほかのマニュアルとして、乗務員
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
（２）列車内及び

駅における案内

情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が車内放送を行う際の「車内放送用語

基準」、駅員が構内放送を行う際の「駅

放送要領」が整備されている。また、

「輸送障害発生時の放送要領」を現在

策定中である。 
 
・ 列車内における案内情報は、放送用語

基準に基づき、音声で情報提供を行う

ことが基本となっている。また、車内

にはＬＥＤ式情報表示装置が設置さ

れており、車内放送に加えて、文字で

も情報提供をしている。案内放送全体

について、社内でプロジェクトチーム

を結成し、継続的に見直しや研修が行

われている。 
 
・ 駅においては、文字や絵、音声による

案内が、新サインシステム基準に基づ

き整備されており、これらによる案内

が基本となっている。これを補足する

形で、駅務管区毎の特色に対応した駅

放送が出来るよう駅放送要領が定め

られている。 
 

 
 
 
 
 
 
・関東運輸局管内の鉄道事業者

が参画する「輸送障害発生時

の対応検討会」の成果のなど

を踏まえつつ、引き続きより

よい情報提供のための努力が

求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・今年度中に、運行情報表示装

置において他鉄道事業者の事故

情報の提供を始めるとともに、

来年度より、事故発生時には、

総合指令所から駅ホーム･コン

コース等へ直接放送できる駅構

内一斉放送システムを導入いた

します。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）外国人にも

わかりやすい案

内情報 
 
 
 
 
 
 
 

・ 輸送障害時においては、改札口付近や

ホームに設置されているＬＥＤ式運

行情報表示器により、列車の運行情報

等が文字で提供されるようになって

おり、複数の駅のものの操作を総合指

令所が直接一元的に行えるようにな

っている。 
 
・今後についても、情報をよりわかりや

すく伝えるため、６５インチデジタル

ディスプレイの試験運用や、輸送障害

時の放送要領（マニュアル）の策定に

取り組んでいる。 
 
・全車両の７割で、日本語の自動放送の

後に引き続き英語で行き先、次の駅、

乗り換えの案内を行っている。 
・駅の施設等の案内表示については、新

サインシステム基準により、日本語、

英語、韓国語、中国語（北京語）の四

カ国語で案内がなされているほか、全

ての駅においてピクトグラムや駅ナン

バリング表示がなされている。 
・ 駅において「東京メトロ・ガイド」が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今後も、外国人観光旅客の受

入環境の整備を図る観点か

ら、外国人旅客の利用の状況

等を踏まえつつ、引き続き適

切な対応が検討されることが

望まれる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・外国人のお客様の利用状況等

を踏まえ、適切な対応を検討し

てまいります。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
４．バリアフリー

対策に関する事

項 
（１）バリアフリ

ー化の取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）バリアフリ

ー設備の整備状

況 

無料で配布され、路線図、切符の種

類・買い方、自動改札の利用方法、駅

ナンバリング、携帯電話のマナー等に

ついて、日本語、英語、韓国語、中国

語（北京語・広東語の二種類）で案内

されている。 
 
 
・交通バリアフリー法に基づく基本方針

に定められた目標である平成２２年ま

でに利用者数５千人以上の全ての駅に

おいて計画的に段差解消を図ることと

している。 
・沿線自治体による基本構想の策定に当

たっても協議会等に参加し、駅周辺と連

携したバリアフリー化の推進に取り組

んでいる。 
  
 
 
 
・駅のほとんどが地下にあるため、地上

出入口の用地の確保等に困難を伴うも

のの、利用者数５千人以上の駅１６８駅

 
 
 
 
 
 
 
 
・今後も、目標の達成に向け着

実にバリアフリー化を推進

することが期待される。 
・一方で、エレベーターの中に

は、利用時間が制限され、始

発から終電までの間利用可

能となっていないものが見

られたが、時間的な制約なく

エレベーターが利用できる

よう措置を講ずることが求

められる。 
 
 
・交通バリアフリー法の施行以

前から、駅のバリアフリー化

に取り組んできているため、

 
 
 
 
 
 
 
 
・今後も段差解消に向けて整備

してまいります。 
 
・諸要因により利用時間に制限

のあるエレベーターのうち、工

夫により対応可能なエレベータ

ーにつきまして、先行して進め

てまいります。 
 
 
 
 
 
・移動円滑化未整備駅を優先的

に整備を行っていくため、基準

に適合させるための改良工事等
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
（３）ソフト面で

の対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．乗り継ぎ利便

等に関する事項 
 
 
 

のうち８０駅（５７％）で段差の解消が

なされている。 
 
 
 
・平成１７年度からサービス介助士の資

格を取得させる計画を実施している。平

成１７年度には８７名、１８年度には７

８名が取得する予定である。今後も着実

に資格取得者を増やしていく計画であ

る。 
・入社時に、障害者に対する接遇マニュ

アルが配布されるとともに、接遇の研修

が行われている。また、駅務管区毎に疑

似体験等を含めたバリアフリー教育や

サービスマインド研修等の職場内教育

が行われている。 
 
 
・相互直通運転をしている接続駅の多く

において、同一ホーム上での乗換など利

用者の乗り換えの手間の減少を図って

いる。 
 

エレベーターのドアにガラ

ス窓がない等、移動円滑化基

準に適合していないものが

比較的多く見られる。 
 
・バリアフリー施設の整備に伴

い、高齢者、障害者等の外出

機会が増加する中で、駅構内

等での駅員の適切な対応が

求められており、心のバリア

フリーを一層進めていくこ

とが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
・今後ともさらに乗り継ぎ・乗

り換えの利便性を高める方

向で検討することが期待さ

れる。 
 

の時期は未定です。 
 
 
 
 
・地下鉄利用時の移動特性（地

上～駅構内～ホーム～乗車・下

車～ホーム～駅構内～地上）を

充分に考慮した駅員の配慮、心

構え等について研修の中で徹底

を図るほか、定期的/継続的なバ
リアフリー教育/サービスマイン
ド教育を実施し、一層の意識改

革を図ります。 
 
 
 
 
 
・直通他社との連携及びメトロ

ネットワークの活用により、引

き続き、乗り継ぎ・乗り換えの

利便性の向上に努めてまいりま

す。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．輸送障害等発

生時の旅客対応

に関する事項 
（１）輸送障害等

の発生状況 
 
 
 
 

・６路線１２方面において７社との間で

相互直通運転を実施している。 
 
・相互直通運転している列車の本数は、

ダイヤ改正の都度増加させており、非常

に高い割合となっている。 
 
・平成２０年度の１３号線開業時には、

東武鉄道東上線及び西武鉄道有楽町

線・池袋線、平成２４年度には東急電鉄

東横線及び横浜高速鉄道みなとみらい

線との間で相互直通運転が実施される

予定である。 
 
 
・輸送障害等は、平成１７年度には５７

件が発生している。このうち人身事故等

の部外原因によるものが４０件（６

８％）と３分の２強を占め、続いて車両

故障や信号機故障等の部内原因による

ものが１３件（１９％）、自然災害によ

るものが４件（７％）であった。なお、

部内原因の輸送障害では、内数で車両関

係のインシデント２件が併発している。
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
（２）輸送障害等

発生時の体制等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・輸送障害等が発生した場合の対応方法

等については、初動対応として、その当

事者又は発見者は速やかに総合指令所

長に報告するとともに、発生現場が駅構

内の場合は駅管区長に報告することと

なっており、通報を受けた総合指令所長

は状況を判断して、各部署や関係行政機

関に連絡・通報すること、応援要請を受

けた管区駅長は適任者を現地に派遣し

て、死傷者への応急処置対応に当たるこ

ととなっている。 
・また、鉄道運転事故（部外原因による

人身事故は除く。）や重大な輸送障害が

発生し、社長等により非常体制が発令さ

れた場合には、非常体制の種別により本

社に社長、鉄道本部長、担当役員又は担

当部長を責任者とする対策本部を、現場

では運輸事務所長若しくは所管の現業

長を責任者とする現地対策本部を設置

し、事故復旧や死傷者への対応、原因の

調査、関係機関への通報等に対処するこ

ととしている。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
（３）利用者等へ

の情報提供等 
 
（４）振替輸送等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）輸送障害等

発生時を想定し

た訓練 
 
 
 
 
 

 
・３．（１）～（３）のとおり、きめ細

かい情報提供に努めている。 
 
・振替輸送については、相互直通運転又

は接続する他社線と協議し、どの線が不

通となるかに応じて９通りの振替輸送

パターンを確立しており、円滑な振替輸

送が実施できるようにしている。なお、

他鉄道への連絡が困難な東西線木場駅

以東については、路線バスへの振替輸送

も実施できるようにしている。 
・代行バス輸送については、都心部の道

路混雑事情やバス手配の困難性などか

ら、実施できるようにはなっていない。

 
・輸送障害等を想定した訓練について

は、毎年１１月に有楽町線市ヶ谷駅構内

訓練線において、本社と現業が一体とな

り消防署の協力を得て、地震による列車

脱線や列車火災など、異常時総合想定訓

練を実施している。また、各地域防災ネ

ットワークや乗務管区、駅においても、

年間教育訓練の一環として線区や駅の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今後とも、年間を通して計画

的に教育や訓練を実施して、

安全で迅速かつ的確な対応

が行えるよう、全社的な取り

組みが期待される。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今後も、全社一丸となっての

訓練及び現業においては地域の

特性を考慮した訓練の継続的な

実施により、安全、迅速かつ的

確な対応処置の定着化を図って

まいります。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
７．災害対応等に

関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特性を考慮した異常時訓練、輸送障害等

発生時の対応訓練を実技・机上両面で実

施している。 
 
 
・災害時の対応については、輸送障害等

発生時の対応と同様に、「運転取扱実施

基準」、「事故・災害等対策規程」等の内

規に規定している。 
・災害を想定した訓練については、６．

（６）のとおり異常時総合想定訓練を実

施しているほか、年間教育計画に基づ

き、毎年９月の防災週間や各種運動期間

を捉え、災害対策本部の設置、旅客誘導

訓練、情報伝達訓練（訓練放送含む）、

非常召集訓練、列車の運転規制訓練等を

内容とする防災訓練を行い、万全を期し

ている。 
・また、災害はエリアで被害をもたらす

ことから、従来の路線毎の組織対応を改

め、全現業を地域毎に区割りして、駅務

管区を中心に職種を超えて横断的に１

２の地域防災ネットワークを構築し、訓

練を含め防災対策を講じている。 

 
 
 
 
 
・今後もあらゆる事態を想定し

た教育・訓練等を実施し、迅

速かつ安全、的確な対応がと

れる体制を確立することが

望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・今後においても、迅速かつ適

切な情報伝達が行えるように、

教育・訓練等の充実を図り、危

急の事態に迅速かつ安全、的確

な対応を行えるように努めま

す。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
８．利用者からの

意見等への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．その他のサー

ビスに関する事

・なお、職場毎にも災害時の連絡体制、

避難経路等について整備している。 
 
 
・利用者の声をより一層大切にし、それ

を企業活動に反映させることを目的に、

平成１６年４月に従来のテレホンセン

ターの機能を拡張し、新たに「東京メト

ロお客さまセンター」を開設している。

・これらの利用者の意見・要望・苦情等

は、本社へ報告され担当課が関係部署と

調整のうえ回答を作成し、「東京メトロ

お客さまセンター」からお客様へ回答す

ることとしている。更にそれらの回答

は、週報等を用いて社員へ周知するとと

もに、特に重要な事案については、ＣＳ

推進会議でまとめられ経営会議に報告

されている。 
 
 
 
 
・暴力行為は、駅務職員に対し平成１７

年度１６件、平成１８年度は９月現在で

 
 
 
 
・駅職員のサービスレベル底上

げを目的として、毎年、利用

者に扮した委託調査員が実

際に各駅に赴き、駅職員の利

用者への対応等を調査し、そ

の結果を駅長会議等で報

告・周知するなど、サービス

向上に対し会社全体で積極

的な取組みが行われている

ことは評価できる。 
・利用者等の意見等を業務の改

善につなげていくための取

組みを組織的に行ってきて

おり、今後とも引き続き積極

的な取組みが行われること

が期待される。 
 
 
・所要のマニュアルの整備が求

められる。 

 
 
 
 
・今後も自社内の調査／評価に

留まらず、外部調査員の評価を

定期的に継続することによっ

て、その結果を周知し、一層の

サービスレベルの向上に努めて

まいります。 
 
 
 
 
・今後も社内 CS推進会議を通し
て「お客様の声」に基づく営業

施策の展開に活かしてまいりま

す。 
 
 
 
 
・暴力行為に関する社内マニュ

アルにつきましては、作成中で
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 
項 
（１）暴力行為、

迷惑行為への対

応 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）健康増進法

施行への対応 
 
（３）携帯電話・

優先席の取扱い 
 
 
 
 
 
 
 

１７件、また１８年度には乗務員への暴

力行為も１件発生している。関東鉄道協

会が作成した暴力行為に関するパンフ

レットで対応方法に関する知識等を周

知している。暴力行為に関する社内マニ

ュアルは現在作成中であり、今後、新入

社員研修、接遇研修等でマニュアルを用

い各職員に周知していく予定である。 
・痴漢行為は、平成１６年度は５８３件、

平成１７年度は５６７件、平成１８年度

は９月現在で２６２件である。 
 
・健康増進法施行以前の昭和６３年１月

より、全駅禁煙化されている。 
 
・携帯電話及び優先席の取扱いについて

は、優先席付近の吊革をオレンジ色とす

るとともに、大型ステッカーで優先席付

近での携帯電話の使用禁止を呼びかけ

るなど、利用者にわかりやすく協力を求

めている。また、車掌が車内を巡回した

際に携帯電話を利用している方を見か

けたときは、優先席付近では、電源 off、
それ以外の場所では、マナーモードに切

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あるため、現状では、暴力行為

を受けた場合は毅然とした対応

をとることを指導しておりま

す。また、目で見る教育として

ＤＶＤ等の活用も視野に入れて

わかりやすいものを考えており

ます。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
（４）女性専用車

両の導入 
 
 
 
 
 
 
（５）駅業務に関

する事項 
 ①駅係員の育

成等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り替えた上で、通話をご遠慮いただくよ

う、その都度ご協力をお願いしている。

 
・女性専用車両については、平成１７年

５月９日から半蔵門線の平日の始発か

ら９時３０分までの列車について導入

され、その後同年１０月３１日には有楽

町線、１８年３月２７日日比谷線及び同

年５月１５日千代田線に女性専用車両

がそれぞれ導入されている。 
 
・駅業務従事者の育成のための研修につ

いては、お客さまへのサービス向上を図

るために、各現業区で接客を指導する監

督者を対象に、サービスの本質的な考え

方を理解し、それを伝承する効果的な教

育方法を取得する目的で「接遇指導者研

修」を実施している。 
また、係員を対象にした研修において

も、同様の研修が実施されている。 
・さらに、お客さま第一主義を認識づけ

ることを目的として、接客に関して実績

を有する外部企業（ホテル及びデパー

ト）へ社員を派遣し、サービスレベルの
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②業務委託 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）ベビーカー

の対応 
 
 
 

底上げを行っているなど、駅係員の育成

に積極的に取り組んでいる。 
・駅業務従事者の不祥事は、平成１６年

度に１件、平成１７年度に１件発生して

いる。いずれも本人は処分されている

が、不祥事の概要と今後注意すべき点

は、同様の不祥事の再発防止を図るた

め、現場の末端を含めて社内に広く周知

をされている。 
 
・平成１４年度以降、１６８駅中１５駅

については、駅業務の全部を、子会社の

株式会社メトロコマースに委託してい

る。 
委託駅の選定基準は、１日の乗降人員が

３５，０００以下の駅、駅勢圏に障害者

が日常生活や社会生活においてよく利

用する施設がない駅などである。 
 
・乳幼児を乗せたベビーカーの取扱いに

ついては、平成１１年１月より車内持ち

込みが可能になっている。 
保護者に対しては乳幼児を抱いて駅や

車両を利用するよう依頼しており、必要
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 

 
 
 
 
（７）プラットホ

ームからの転落

防止策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に応じ保護者の依頼があれば駅係員が

ベビーカーの搬送のお手伝いをするこ

ととしている。 
 
・プラットホームからの転落防止を図る

観点から、平成３年１１月南北線開業と

同時に南北線内の各駅にホームドアを

設置、その後千代田線北綾瀬、綾瀬駅、

丸ノ内線一部の駅に可動式ホーム柵を

設置、今後は、平成１９年９月までに丸

ノ内線全駅、平成２０年６月開業予定の

副都心線で設置される予定。 
・また、旅客の転落に対して有効とであ

ると考えられる非常停止ボタンも、可動

式ホーム柵の設置予定のない全ての駅

に設置されている。 
・さらに、交通バリアフリー法の移動円

滑化基準に基づき、常時連結されている

全車両の間には転落防止用外ホロを装

備し、ホームと車両の間隔が大きい曲線

ホームにはホーム足下灯を設置してい

る。 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 所見に関する回答 
（８）遺失物の取

扱い 
 
 
 
 

・遺失物の取扱については、「遺失物取

扱規程」、「遺失物取扱要領」の内規に規

定されている。また平成１６年４月から

「お忘れ物検索システム」を導入し一元

管理が行われている。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


